
　

平
成
24
年
度
の
市
・
県
民
税
お
よ

び
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
に
つ
い

て
、
２
月
16
日
（
木
）
〜
３
月
15
日

（
木
）
の
期
間
、
市
役
所
９
階
に
て

受
付
を
行
い
ま
す
。

　

申
告
の
際
は
、
平
成
23
年
１
月
〜

12
月
ま
で
の
収
入
金
額
を
確
認
し
ま

す
の
で
、
平
成
23
年
中
の
収
入
を
証

明
す
る
も
の
（
源
泉
徴
収
票
や
給
与

収
入
証
明
書
、
収
支
明
細
書
、
収
入

支
出
帳
簿
お
よ
び
領
収
書
等
）
を
ご

準
備
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
23
年
中
に
支
払
っ
た

社
会
保
険
料
や
生
命
保
険
料
の
領
収

書
も
し
く
は
払
込
証
明
書
、
医
療
費

の
領
収
書
等
は
、
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
準
備
く

だ
さ
い
。

※
申
告
書
は
２
月
上
旬
に
発
送
予
定

で
す
。

市
民
相
談
・
消
費
生
活
相
談
室

　
☎
８
７
６―

１
２
３
４

　
　
　
　
　
（
内
線
７
３
１
１
）

相
談
は
無
料
、秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

場
所　

市
民
・
消
費
生
活
相
談
室

　
　
　
（
市
役
所
１
階
）

※
人
権
相
談
に
関
し
て
は
中
央
公
民

館
3
階
保
育
室
に
て
行
い
ま
す
。

■
市
民
相
談　

月
〜
金
曜
日　

午
前
９
時
〜
午
後
９

時（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

内
容　

市
民
生
活
に
関
わ
る
市
民
の

一
般
相
談
お
よ
び
市
行
政
に
対
す
る

苦
情
や
意
見
、要
望
な
ど

■
法
律
相
談　

毎
週
火
曜
日　

弁
護
士
相
談　

　

午
後
２
時
〜
４
時
30
分

毎
週
水
曜
日　

司
法
書
士
相
談　

　

午
後
２
時
〜
４
時
30
分

毎
週
木
曜
日　

司
法
書
士
相
談

　

午
後
７
時
〜
９
時

内
容　

市
民
生
活
に
関
わ
る
諸
々
の

法
律
相
談（
要
予
約
）

■
行
政
相
談　

毎
月
第
１
・
２
・
３
木
曜
日

　

午
後
２
時
〜
４
時

内
容　

行
政
機
関
等
の
業
務
に
関
す

る
相
談

■
消
費
生
活
相
談

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

内
容　

消
費
生
活
に
関
す
る
相
談

■
人
権
相
談

毎
月
第
２
金
曜
日　

　

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

内
容　

人
権
に
関
す
る
相
談　

市
民
税
課

　
☎
８
７
６―

１
２
３
４

（
内
線
2
2
1
3
〜
2
2
1
6
）

（19）広報うらそえ　2012年1月1日 2012年1月1日　広報うらそえ（18）

沖
縄
電
力(

株)

研
究
開
発
部

　
☎
８
７
７―

２
３
４
１

　

 　
　
　
　
　

 

（
内
線
４
７
１
５
）

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　
☎
８
７
６―

１
２
３
４

　

 　
　
　
　
　

 

（
内
線
６
５
６
２
）

「
僕
の
ひ
ら
め
き
は
無
限
大
」

科
学
の
面
白
さ
、
楽
し
さ
、
ド
キ
ド

キ
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

日
時　

２
月
11
日（
土
）、
12
日（
日
）

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

場
所　

浦
添
市
民
体
育
館

イ
ベ
ン
ト
内
容　

児
童
生
徒
の
科
学

研
究
作
品
展
示
、入
賞
作
品
発
表
会
、

　

平
成
23
年
10
月
分
か
ら
の
子
ど
も

手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
認
定

請
求
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。（
平
成
23
年
9
月
末
日
現
在
の
子

ど
も
手
当
受
給
者
を
含
む
）

　

ま
だ
手
続
が
お
済
み
で
な
い
方

は
、早
め
に
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
場
所　

児
童
家
庭
課
（
市
役
所

2
階
）

※
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
で
の
手
続

と
な
り
ま
す
。

　

子
ど
も
手
当
の
詳
細
に
つ
い
て
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ

ま
す
。http://w

w
w
.urasoe.lg.jp

（
サ
イ
ト
内
検
索「
子
ど
も
手
当
」）

市
民
相
談
・
法
律
相
談
・
行
政
相
談
・

人
権
相
談
窓
口
の
案
内

市
民
相
談
・
法
律
相
談
・
行
政
相
談
・

人
権
相
談
窓
口
の
案
内

　

平
成
23
年
中
に
給
与
等
の
支
払
を

行
っ
た
各
事
業
主
（
個
人
お
よ
び
法

人
）
は
、
「
給
与
支
払
報
告
書
」
を

期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
書
類
お
よ
び
提
出
先

　

税
務
署
か
ら
配
布
さ
れ
た
「
給
与

支
払
報
告
書
（
個
人
別
明
細
）
」
に

所
定
の
事
項
を
記
入
の
上
、
浦
添
市

専
用
の
総
括
表
（
前
年
度
、
浦
添
市

へ
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
あ
る

事
業
所
）
を
添
え
て
、
市
民
税
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
報
告
書
は
、
税
務
署
に
提
出

す
る
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
等
の

法
定
調
書
と
同
様
に
、
重
要
な
提
出

書
類
と
な
り
ま
す
。
収
入
金
額
、
控

除
金
額
の
記
入
誤
り
や
、
摘
要
欄
へ

の
被
扶
養
者
・
前
職
分
の
支
払
金

額
・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
可
能

額
、
居
住
開
始
年
月
日
等
の
記
入
漏

れ
が
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限　

１
月
31
日
（
火
）

給
与
支
払
報
告
書
の

提
出
に
つ
い
て

給
与
支
払
報
告
書
の

提
出
に
つ
い
て

子
ど
も
手
当
の
手
続
は

お
済
み
で
す
か
？

子
ど
も
手
当
の
手
続
は

お
済
み
で
す
か
？

第
34
回
沖
縄
青
少
年

科
学
作
品
展
の
お
知
ら
せ

第
34
回
沖
縄
青
少
年

科
学
作
品
展
の
お
知
ら
せ

市
・
県
民
税
お
よ
び

国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
に
つ
い
て

市
・
県
民
税
お
よ
び

国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
に
つ
い
て

市
民
税
課

　
☎
８
７
６―
１
２
３
４

（
内
線
2
2
1
3
〜
2
2
1
6
）

児
童
家
庭
課

　
☎
８
７
６―

１
２
３
４

　
　
　
　
　
（
内
線
３
６
１
８
）

試
験
日
時　

２
月
26
日（
日
）午
前
9

時
50
分
か
ら

試
験
の
種
類　

甲
種
、
乙
種（
第
１
類

〜
６
類
）、丙
種

試
験
会
場

・
南
部
農
林
高
等
学
校

・
沖
縄
国
際
大
学

・
名
護
高
等
学
校

・
宮
古
総
合
実
業
高
等
学
校

・
八
重
山
農
林
高
等
学
校

受
験
願
書
受
付
期
間

１
月
13
日（
金
）〜
20
日（
金
）

受
験
案
内
書
配
付
先

・
各
消
防
本
部

・
宮
古
事
務
所
総
務
課

・（
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

受
験
受
付
方
法　

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
へ
郵
送
か

直
接
窓
口
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

電
子
申
請
で
き
ま
す
。詳
し
く
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

（
財
） 

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

沖
縄
県
支
部

〒
９
０
０
ー
０
０
２
９

那
覇
市
旭
町
１
１
６
番
地
３７

自
治
会
館
６
階

☎
９
４
１
ー
５
２
０
１

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.shoubo-shiken.or.jp

平
成
23
年
度　

第
3
回

危
険
物
取
扱
者
試
験
に
つ
い
て

平
成
23
年
度　

第
3
回

危
険
物
取
扱
者
試
験
に
つ
い
て

消
防
本
部　
予
防
課

　
☎
８
７
８―

３
９
８
２

高
齢
者
の
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
お
よ
び
お
む
つ
代
医
療

費
控
除
証
明
書
発
行
に
つ
い
て

高
齢
者
の
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
お
よ
び
お
む
つ
代
医
療

費
控
除
証
明
書
発
行
に
つ
い
て

介
護
保
険
課　
認
定
係

　
☎
８
７
６―

１
２
３
４

　

 　
　
　
　
　
（
内
線
３
５
８
７
）

●
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

　

65
歳
以
上
で
要
介
護
・
要
支
援
認

定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
障
害
者
手

帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
場
合

で
も
、
障
害
者
控
除
対
象
者
の
認
定

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
所
得
税
や

市
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
と
き
に

障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。 

対
象
者　

65
歳
以
上
で
要
介
護
・
要

支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方

※
既
に
身
体
障
害
者
手
帳
等
で
控
除
を

受
け
て
い
る
方
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

※
申
告
を
す
る
必
要
が
な
い
方
は
、

こ
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

交
付
申
請
先　

介
護
保
険
課
窓
口

●
お
む
つ
代
医
療
費
控
除
証
明
書

　

要
介
護
者
の
お
む
つ
代
は
、
医
師

（
ま
た
は
市
長
）
の
証
明
に
よ
り
医

療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。 

対
象
者　

疾
病
等
に
よ
り
６
か
月
以

上
に
わ
た
り
寝
た
き
り
状
態
で
、お

む
つ
の
使
用
が
必
要
と
医
師（
ま
た

は
市
長
）が
認
め
る
方　

交
付
申
請
先

・
初
め
て
控
除
申
請
す
る
方
は
、か
か

り
つ
け
の
医
師
へ

・
２
年
目
以
降
の
方
は
、介
護
保
険
課

窓
口
へ

※
詳
細
に
つ
い
て
は
介
護
保
険
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

科
学
実
験
ス
テ
ー
ジ
シ
ョ
ー
、チ
ャ

レ
ン
ジ
実
験
、も
の
づ
く
り
子
ど
も

教
室
、
電
力
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ー

ナ
ー
、ふ
れ
あ
い
ミ
ニ
動
物
園
な
ど

会
場
へ
の
ア
ク
セ
ス　

　

当
日
は
沖
縄
電
力
本
店
、
浦
添
市

役
所
、
モ
ノ
レ
ー
ル
お
も
ろ
ま
ち
駅

か
ら
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
が
運
行
し

ま
す
。

参
加
料　

無
料

経済センサス - 活動調査を実施します経済センサス - 活動調査を実施します経済センサス - 活動調査を実施します
（平成24年2月1日）

全国全ての企業・事業所が対象の「経済の国勢調査」です。

※1月中旬頃から事業所および企業に調査票を配布します。
　経済センサス-活動調査は商店や工場、営業所、事務
所、学校、旅館、学習塾、病院、寺院など、全ての事業所が
対象となる大規模な統計調査です。
　調査の結果は国の各種行政施策をはじめ、地域の産業
振興や商店街の活性化など、地域行政の為に非常に重
要な基礎資料として活用されます。
　浦添市内事業所の皆さまの調査へのご協力をよろしく
お願いします。
問い合わせ　企画課 統計係 ☎876-1234（内線2515･2516）

八百屋 本屋

管理人のいる寮 車両整備所 配送センター 支所・支社・支店

パン屋

                                    

                

 
 

 
　新年を祝って「初春や村まわり組踊」と銘打ち、下記のとおり
組踊の公演を行います。
日時および場所
① 1月15日（日）午後2時～4時(予定) 西原公民館 
② 2月12日（日）午後2時～4時(予定) 沢岻自治会館 
③ 2月19日（日）午後2時～4時(予定) 浦添ニュータウン自治公民館
入場料 無料

執心鐘入（中城若松）ほか琉球舞踊
「組踊」の前に講師によるわかりやすい解説もあります。 
出演(予定) 浦添わかまち会、玉城千枝、石川直也、

各自治会　ほか
※駐車場はありませんので、公共交通機関などを
ご利用ください。 
問い合わせ
文化課 文化振興係   
☎876－1234（内線 6211）  
西原自治会☎876ー0484  
沢岻自治会☎878ー9692  
浦添ニュータウン自治会☎877ー7636  

申告書の作成は便利な国税庁ホームページの 
「確定申告書等作成コーナー」で！

演目

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に
従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告
書や青色申告決算書などを作成できます。作成したデータは、「e-Tax（国税電
子申告・納税システム）」を利用して提出できるほか、印刷して書面により提
出することもできます。 （国税庁ホームページ　www.nta.go.jp）
　また、所得税の確定申告の手引きや申告書用紙等は、国税庁ホームページ
からダウンロードできますので、ご活用ください。 
　期限間近になりますと、大変混雑し長時間お待ちいただくことが予想され
ます。申告書はご自分で作成して、できるだけお早めに提出してください。 

　確定申告による所得税の納期限は、平成24年 3月 15日（木）です。
　申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書による納税のお知らせ
はありません。納付には便利な振替納税を是非ご利用ください。 

　　　　の利用に際しては、電子証明書の取得（手数料が必要です。 
また、有効期限は3年間です。）、ICカードリーダライタの購入などの
事前準備が必要です。 

問い合わせ　北那覇税務署 ☎877ー1324

飲酒運転根絶！

飲酒運転させないた
めに、ハンドルキー
パーを推奨しよう！


